
大野城市公園利活用基本計画 概要版   

計画の策定にあたって 基本方針・施策

計画のめざす将来像 

対応すべき課題

公園立地の課題

公園使用の課題

公園管理の課題

近年の少子高齢化等の社会情勢の変化や地域活動の担い手不足、多様化する市民ニーズに応え

るための公園づくりが求められています。 

国では、令和 4（2022）年に「都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会」を設置

し、都市公園新時代の基本的な考えは「使われ活きる公園」を目指すべきと提言しています。 

大野城市公園利活用基本計画では、市民と行政が共に手を取り合いながら、魅力的な公園をつ

くり、また、地域コミュニティの「にぎわい」と「やすらぎ」の実現を図ります。 

市主体の公園管理から、地域・民間連携による自律的な公園活用への転換を目指します。 

幼児から高齢者までの利用者にあった誰もが利用しやすい遊戯施設の設置や休養施設への変

更・追加の検討が必要です。また、廃止・統合を総合的に検討した公園の活用が必要です。 

地域自ら公園ルールづくりを行い、コミュニケーションと声かけ環境を図る必要があります。 

多様な市民ニーズに応えるために、地域・民間事業者の自由な公園の活用が必要です。 

愛着を持った公園の清掃活動の幅を広げるために、サポート体制の充実を図る必要があります。

経年劣化の進んだ公園施設の見直しを行い、管理がしやすい公園にする必要があります。 

＜市民共働の公園づくり＞ 

地域の求める公園に市民と共に変えていきます 

＜地域・民間事業者の自由な公園活用＞  

多種多様なニーズに応える公園に活用していきます 

＜公園の廃止・統合＞  

使われていない公園の廃止・統合の検討を進めます 

●施策① 遊具の集約・変更 

     老朽化した単体遊具の集約の検討、健康遊具の検討、インクルーシブ遊具の検討 

●施策② 休養施設の整備 

     遊戯施設から休養施設の機能変更の検討、休憩施設の追加検討 

●施策③ 地域の状況に応じた公園づくり 

     公園の利用ルールの検討、公園の啓発活動の推進 

●施策④ 地域の清掃活動の推進と樹木・設備の更新 

     地域の維持管理サポート体制の強化、樹木・設備の見直し 

●施策① 指定管理者制度 

指定管理負担金の創出、指定管理者による地域カフェ・ドッグランなどの新たな活用 

●施策② 設置管理許可制度 

     指定管理者による便益施設・教養施設・運動施設の設置 

●施策③ 公園使用許可制度と多種多様な利用目的 

 利活用団体の事務作業の効率化と減免措置 

●施策① 公園の統廃合 

     告示されていない児童の遊び場の廃止、土地交換等による統廃合 

●施策② 公園区分の見直し 

     公園区分の見直しによる公園施設の再配置、更なる活用ができる新たな公園区分の検討
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公園利活用に向けた合意形成の手順

施策の展開は、市や地元区、地域と話し合いながら６段階のステップを経て進めます。 

また、地元区の住民から発案される利活用を優先して協議を進めることとします。 

公園をより使いやすくしたい、にぎわいをつくりたいと考えている地域住民、 

地元区、民間事業者等を利活用の発案者としてチームを発足します。 

発案者は利活用のイメージを市に相談します。市は利活用の施策とその実現まで

の流れの説明をします。 

発案者は市と共に地元区に相談して、今後の公園の運営を話し合います。 

発案者と地元区、市の三者で話し合いを行い、公園利用地域を決定していきます。

対象となる公園に関係する地域と公園利用者を含めた範囲を基に設定します。対

象公園の誘致距離250ｍを参考値とし、範囲内に隣接区が含まれる場合は、協議

対象者に追加します。 

STEP5 

＜公園利活用協議会＞ 

公園利活用の実現に向けて、公園利用地域の地元区、隣接区の関係者を中心に公

園利活用協議会を発足します。公園利用者、地域住民が目指す公園に向けた活発

な意見交換と情報共有を行い公園利活用の検討を進めます。 

STEP6 許可・協定の締結 

ワークショップや話し合いで決めた内容を基に、発案者は市と許可・協定書を締

結して利活用を開始します。 

START 利活用の開始 

発案者は利活用の状況を年度報告書にまとめて市に提出します。市は報告書を確

認して更なる利活用を進めるアドバイスや協力を実施します。 

GOAL 利活用の振り返り 

地域住民と話し合う

発案者は公園利用地域内の全住戸へ話し合いの参加を呼び掛けます。特に公園に

隣接している住民の参加や意見は不可欠です。利活用の内容に応じては、公園利

活用協議会を設置しワークショップを開催します。また、公園に関する専門知識

を持ったアドバイザーを市から派遣することもできます。 

＜公園利用地域＞

STEP1 利活用のチーム発足 

公園利用地域 

250ｍ圏域

対象公園 

地元区 

隣接区 

STEP2 市に相談する

STEP3 地元区と話し合う

STEP4 公園利用地域を決める


